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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

企業統治（コーポレート・ガバナンス）は、株主、顧客、従業員、取引先、地域社会など様々な利害関係者との関係における健全な企業経営を遂行
するための基本的枠組みのあり方と認識しております。

主要な要素については次の様に考えております。

ａ．経営監督機構

経営の効率化を図る妥当性監査の重要性が高まっているなか、監査等委員が行う適法性監査に加え、社外取締役制度等の導入を検討する必要
がある。

ｂ．企業倫理

単に公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体ではなく、広く社会にとって有用な存在である必要がある。

ｃ．コンプライアンス

法令の遵守に加え、社会的良識に則って行動する必要がある。

ｄ．アカウンタビリティ

経営者が適正な財務諸表の開示、有効な内部統制システムの構築、監査の実施等により株主、顧客、従業員、取引先、地域社会など様々な利害
関係者に対する「アカウンタビリティ」を遂行することにより、企業経営の透明性を確保しなければならない。

なお、取締役会の強化及びより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、当社は令和元年12月17日開催の第30期定時株主総会の決議
により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

令和3年6月の改訂後コードに基づき記載しております。

補充原則1－2－4　議決権の電子行使と招集通知の英訳

　当社は企業規模や海外投資家等の比率等も踏まえ、招集通知の英訳は実施しておりませんが、決算短信のサマリー情報および財務諸表の英
訳を、当社のホームページ上で開示しております。今後も株主構成等の状況を勘案しつつ、それぞれ定期的に実施を検討してまいります。

補充原則2－4－1　中核人材の登用等における多様性の確保

　当社は、多様性の確保について現時点で目標を定めておりませんが、令和4年9月末時点でグループ全体のうち女性従業員は51％であり、女性
管理職は管理職全体の17％となっております。また、中途採用者の管理職登用は管理職全体の約半数となっております。

当社では、性別や国籍、入社時期に関係なく個々の能力や実績によって評価し、新たな価値創造に向けてリーダーとなる人材の育成のため必要
に応じた研修を行うと同時に、働きやすい環境の整備を進めております。今後、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自
主的かつ測定可能な目標、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針について検討してまいります。

原則4－11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件

　当社の取締役会は、専門性が分かれ、豊富な知識、経験を持つ多様性に富んだメンバーで構成されております。

　ジェンダーの面につきましては、グループ会社では女性の取締役も起用しており、当社においても、適任者がいれば選任することを検討してまい
ります。

　国際性の面につきましては、台湾に現地法人があるものの小規模の会社であり、当社の事業範囲は大半が国内であることから、現時点では検
討しておりません。しかしながら、適任者がいれば選任する場合があります。

補充原則4－11－3　取締役会全体の実効性に関する分析・評価結果の概要

　取締役会全体の実効性につきましては、当社では社外取締役から必要に応じて、分析・評価を受けております。これにより、取締役会における意
見交換の活発化や運営方法の見直しが図られております。今後も取締役会機能のさらなる向上を図ってまいります。なお、分析・評価方法につき
ましては定期的に見直し、検討を行ってまいります。



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則1－4　政策保有株式

　当社は、政策保有株式としての上場株式を保有しておりません。

原則1－7　関連当事者間の取引

　当社は、役員や主要株主等との取引については、当社及び株主の利益を害することがないよう、取引が一般の取引と同様であることが明白な場
合を除き、取締役会にて決議することとしております。

　また、関連当事者間の取引については、会社法及び金融商品取引法その他の法令・規則に従い開示いたします。

原則2－6　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

　当社は、企業年金制度を導入しておりません。

原則3－1　情報開示の充実　

（1）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、 経営計画

　経営理念につきましては、当社ホームページに掲載しております「企業理念」をご参照ください。

　https://www.nexyzgroup.jp/company/philosophy.html

　経営戦略、経営計画につきましては、当社ホームページに掲載しております「中期経営計画」をご参照ください。

　https://www.nexyzgroup.jp/investor/plan.html

（2）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書1-1「基本的な考え方」に記載しております。

（3）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　取締役・経営陣幹部の報酬を決定するに当たっての方針につきましては、継続的かつ中期的な業績向上へのモチベーションの高揚を促し、企業
価値の向上を図ることを目的に業績等の経営環境及び各取締役・経営陣幹部の職責に応じて報酬額を決定しております。

　上記方針に基づいて、経営陣幹部の報酬につきましては、経営会議で決定しております。

取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された総額の範囲内で、任意の報酬委員会において業績や責務に見合った水準になっているか
等を検討し取締役会へ答申した後、その意見も踏まえて適切に審議し、取締役会にて決定しております。

（4）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　経営陣幹部の解任につきましては、与えられた職責が充分に果たせていない場合や、当社方針に反する行為及び職務懈怠が発覚した場合、健
康上の支障により職務継続が困難と判断される場合等に経営陣幹部会議で討議して解任することを基本方針としております。

　上記方針に基づき、経営会議で候補者について慎重に検討した上で指名しております。

　役員の選任つきましては、人格、見識に優れた者で、経験や専門性を踏まえた上で適切な人材を候補者とすることを基本方針としております。事
前に取締役会において、候補者の推薦理由、略歴等を勘案して慎重に検討した後、取締役会の諮問を受けた任意の指名委員会で協議を行い、
答申に基づき取締役会で決議することで公正かつ透明性を高めるよう努めております。

（5）取締役会が上記（4）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

・社外役員に関する指名理由については、選任時の定時株主総会招集ご通知の参考書類に記載のとおりであります。

・社内役員に関する指名理由については、定時株主総会招集ご通知の参考書類に記載された各人の経歴等が、当社の取締役候補の指名を行う
に当たっての（4）に記載の方針に適合している者を指名しております。

・経営陣幹部に関する選解任理由については、（4）に記載の方針に基づき、個々別に検討し条件に該当する者を選解任しております。

補充原則3－1－3　サステナビリティの取組みの開示

　当社は、先進的で、業界をリードする環境先進企業として令和2年に環境大臣よりエコ・ファースト企業に認定されました。その責任として、当社の
提供する初期投資ゼロで最新の設備を導入できる「ネクシィーズ・ゼロシリーズ」のメイン商材であるLED照明の普及を通じて令和７年９月までの二
酸化炭素排出量の削減目標150万トンを目指しており、令和4年9月末時点で135万トンの削減を達成しております。

　サステナビリティに関する開示につきましては、当社ホームページに掲載しております。

https://www.nexyzgroup.jp/sustainability/

その他、CO2排出削減を推進する新たな取組みとして、J－クレジットの制度を活用したゼロカーボン グリーンプロジェクト開始いたしました。

詳細につきましては当社ホームページに掲載しております。

https://www.nexyzgroup.jp/press/2022/0705153000.html

また、気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動や収益等に与える影響についての開示については、TCFDに対する賛同しており、TCFD
の枠組みに沿った開示に向けて取り組んでまいります。

補充原則4－1－1　経営陣に対する委任の範囲

　取締役会は、法令・定款の定めにより決定すべき事項の他、当社取締役会規程及び職務権限規程に定められた重要事項について判断・決定し
ております。その際、実務上個々の取締役への委任が必要となる場合は、その事項や裁量を明確にして決定しております。

そのほか、経営陣は職務権限規程に基づき、各管轄部署の責任者として意思決定権を持っております。

原則4－9　社外取締役の独立性基準及び資質

　東京証券取引所の定める基準に従い、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、豊富な経験と知見を有した人物を選定いたします。

補充原則4－10－1　任意の仕組みの活用

　当社は、任意の諮問機関として指名委員会及び報酬委員会を設置しており、両委員会は代表取締役１名と社外取締役２名で構成されておりま
す。詳細につきましては、本報告書「Ⅱ．１．機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議
長）の属性」をご参照ください。

補充原則4－11－1　取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方

　当社の取締役につきましては、3-1（4）に記載の基本方針に基づいて指名しております。法人の経営責任者としての経験があり、かつ営業部門
や管理部門など複数の部門で統括責任者としての実務経験や知見を有している社内出身の取締役と、幅広く高度な見識と豊富な経験により経営
の監視や適切な助言を期待できる社外取締役で構成されております。



　当社の取締役会は社外取締役４名を含む10名で構成されており、持株会社として適切な規模で運営されております。

補充原則4－11－2　取締役の他の上場会社役員の兼任状況

　他の上場会社役員の重要な兼任状況につきましては、毎年株主総会招集ご通知の「重要な兼職の状況」で開示しております。当社の社外役員
は上場会社役員を兼任または、過去に上場会社役員を経験している者、またその他にも官公庁や大学の教授を歴任している者で構成されてお
り、その高度な見識と豊富な経験が取締役会全体の実効性を高めております。

　なお、株主総会招集ご通知につきましては、当社HPにも掲載しております。

https://www.nexyzgroup.jp/investor/sokai.html

補充原則4－14－2　取締役に対するトレーニングの方針

　当社の取締役につきましてはそれぞれが業務に必要な知見や経験を有しておりますが、有識者との対話等の機会を設けているほか、役員間で
情報共有しております。

そのほか、取締役（社外取締役を除く）については、経営者交流会において実施される経営者や様々な実績を持つ著名人のセミナーを聴講してお
ります。また、経営の現場に外部からマネジメントや経営に関するコンサルタントを招聘し、実践的な議論を積み重ねて経営体制の更なる進化を
図っております。また、社外取締役については、上場企業の代表者又は上場企業の代表者の経験者であり、必要に応じて様々な情報共有を行っ
ております。

今後も経営環境の変化に対応し、外部機関を活用したトレーニングの機会を継続的に設けてまいります。

原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針

　当社では、機関投資家からの面談申込みには、代表取締役又は専務取締役が対応しております。また、その他の問い合わせにつきましても社
長室と管理本部が連携して対応しております。各種情報共有に加えて、投資家からご意見を頂戴した場合には、経営陣に迅速に報告する体制を
整備しております。

　また、株主との建設的な対話を促進するための施策として、情報開示の充実にも積極的に取り組んでおります。具体的には、適時開示の内容充
実や当社ホームページを通じて、プレスリリースによる情報公開の実施、決算説明会の動画配信及び資料の提供、株主総会で事業に関するプレ
ゼンテーションの実施等を行っております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

近藤　太香巳 3,282,580 25.23

株式会社近藤太香巳事務所 1,275,500 9.80

ネクシィーズ従業員持株会 1,021,700 7.85

伊藤　智之 725,000 5.57

一般社団法人HDP 700,000 5.38

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 619,100 4.76

大前　成平 226,430 1.74

山本　司 173,230 1.33

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 146,400 1.13

松井　康弘 100,000 0.77

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 9 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は上場子会社として、株式会社ブランジスタを有しております。当社グループは、経営理念や経営戦略を共有するなど一体的なグループ経
営を行う一方で、同社が変化の早いインターネット業界において、上場子会社として独自に資金調達手段を持ち、優秀な人材を確保し、機動的な
経営判断を行っていくことが、当社グループの企業価値を向上させていくためにも望ましいと考えております。

　また、当社は親会社として上場子会社の法令遵守体制・状況について、定期的にモニタリングすると同時に、取締役１名が上場子会社取締役を
兼務することで、取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合するよう努めております。そのほか、上場子会社において一定数の独立
社外取締役および独立社外監査役を選任し、その経営の透明性を確保しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐藤 亨樹 他の会社の出身者

青木 巌 他の会社の出身者

佐藤 裕久 他の会社の出身者

末松 広行 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐藤 亨樹 　 ○ ―――

経営者としての幅広く高度な見識と長年の豊富
な経験を、社外取締役として経営に反映してい
ただき、当社のコーポレート・ガバナンスの一層
の強化を図るため。

また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、
当社の主要な取引先の業務執行者、当社から
役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っ
ている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそ
れらの近親者（二親等）に該当せず、取引所規
則により独立性の説明が要請される者のいず
れにもあたらないことから、公正・中立な立場で
助言・指導を行っていただけると考えたため、
当社の独立役員として指定しています。

青木 巌 ○ ○ ―――

経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な
経験により、社外取締役として経営の監視や適
切な助言をいただくため。

また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、
当社の主要な取引先の業務執行者、当社から
役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っ
ている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそ
れらの近親者（二親等）に該当せず、取引所規
則により独立性の説明が要請される者のいず
れにもあたらないことから、公正・中立な立場で
監査を行っていただけると考えたため、当社の
独立役員として指定しています。

佐藤 裕久 ○ ○ ―――

経営者としての幅広く高度な見識と長年の豊富
な経験により、社外取締役として経営の監視や
適切な助言をいただくため。

また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、
当社の主要な取引先の業務執行者、当社から
役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っ
ている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそ
れらの近親者（二親等）に該当せず、取引所規
則により独立性の説明が要請される者のいず
れにもあたらないことから、公正・中立な立場で
監査を行っていただけると考えたため、当社の
独立役員として指定しています。



末松 広行 ○ ○ ―――

事業家としての視点とは異なる見識から、当社
取締役会において的確な指導・助言をいただ
き、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図
るため。

また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、
当社の主要な取引先の業務執行者、当社から
役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っ
ている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそ
れらの近親者（二親等）に該当せず、取引所規
則により独立性の説明が要請される者のいず
れにもあたらないことから、公正・中立な立場で
監査を行っていただけると考えたため、当社の
独立役員として指定しています。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 0 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

現在当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等は置いておりませんが、監査等委員会から要望があった場合には「内部統制システム
に関する基本方針」に基づき人員を配置することとしております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は会計監査人及び内部監査室との間で、必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携を取り監査の有効性や効率性の向
上に努めており、相互の連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役



補足説明

（指名委員会）

代表取締役及び取締役等の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置しております。取締役会か
らの諮問に応じて、以下の事項について審議し、助言・提言を行うこととしております。

(1)株主総会に提出する取締役(監査等委員を除く。)の選定および解職に関する事項

(2)代表取締役の選定および解職に関する事項

(3)役付取締役の選定および解職に関する事項

(4)後継者計画（育成を含む）に関する事項

（報酬委員会）

取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として設置しております。取締役会からの諮問に応じ
て、以下の事項について審議し、取締役会に対して助言・提言を行うこととしております。

(1)取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に関する事項

(2)取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項

(3)その他、取締役および重要な使用人の報酬等に関して報酬委員会が必要と認めた事項

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社グループでは過年度の新株予約権の行使期間が残っていたことや、赤字が2期続いており、黒字回復を最優先課題としていたため、取締役
へのインセンティブ付与は実施しておりませんでした。

一方で、令和4年9月期は3期ぶりに連結業績が黒字回復し、過年度の新株予約権の行使期間も満了となりました。そのため今後、業績連動報酬
等のインセンティブ制度について改めて検討してまいります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

社内取締役及び社外取締役の別に各々の総額を開示



報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、令和3年2月19日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を
決議しております。

　また、取締役会は、報酬等の決定方針を決議した際に、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方針及
び決定された報酬等の内容が、取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。

ａ．基本報酬に関する方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同様）の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する
報酬体系とし、各取締役の役職及び役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務に応じて、個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報
酬等の総額の範囲内で決定することとしております。

ｂ．業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針

　業績連動報酬については、原則年１回12月に支給し、業績目標達成に対する責任と意識を高めることを目的として、連結営業利益の公表数値
目標に対する達成度合と、当該決算期の特殊要因（営業外損益、特別損益等）を勘案して決定することとしております。

ｃ．報酬等の割合に関する方針

　当社の取締役の基本報酬を基準として、役職、職責、会社業績を総合的に勘案し、貢献度や実績に応じて割合を決定することとしております。

ｄ．報酬等の決定の委任に関する方針

　個別の報酬額は株主総会の決議により承認された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により代表取締役に一任して決定することとして
おります。

　個人別の報酬等の決定にあたっては、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、社外取締役（監査等委員）を主要な構成員とする
報酬委員会を設置し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際して、報酬委員会の答申を踏まえて決定することとしております。

　また、監査等委員である取締役の報酬については、取締役の職務執行を監査する権限を有する独立の立場であることを鑑み、基本報酬のみと
しており、個別の報酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役、社外監査役に対するサポート体制としては、他の取締役と同様に取締役会の議案の連絡などの必要な情報の事前の伝達を行うほ
か、万が一重大な事項が発生した場合、速やかに連絡する体制を整えております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

ａ．取締役会

　当社の取締役会は、毎月定例で開催するほか必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する経営上の重要な事項
を協議・決定しております。また、取締役の職務執行の状況を監督しております。

　有価証券報告書提出日現在、取締役（監査等委員を除く。）６名（うち社外取締役１名）、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）の10
名体制となっております。

　取締役会の構成員につきましては、有価証券報告書「４コーポレートガバナンスの状況等（２）①役員一覧」をご覧ください。なお、取締役会の議
長は代表取締役社長 近藤太香巳であります。

ｂ．監査等委員会

　当社の監査等委員会は、定期的に開催するほか必要に応じて臨時で監査等委員会を開催し、法令、定款及び監査等委員会規程に基づき監査
に関する重要な事項の決議及び報告や取締役の業務執行の監査を行います。

　有価証券報告書提出日現在、４名（うち社外取締役３名）となっております。

　監査等委員会の構成員につきましては、有価証券報告書「４コーポレートガバナンスの状況等（２）①役員一覧」をご覧ください。なお、監査等委
員会の議長は監査等委員である取締役 鴨志田慎一であります。

ｃ．経営会議

　経営会議は、常勤取締役で構成され、毎月定例で開催するほか必要に応じて開催し、経営状況を把握するとともに、業務遂行上の営業連絡会
議・管理関連会議等を通じ、職務権限・業務分掌規程等に基づく牽制が有効に機能しているかどうかについて、関係者間の意見調整、問題点の
把握に努めております。

　経営会議の構成員につきましては、代表取締役 近藤太香巳が議長を務め、取締役 大前成平、取締役 松井康弘、取締役 藤野剛志、取締役 佐

藤英也の５名であります。

ｄ．指名委員会・報酬委員会

　当社は任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。取締役の指名・解任や、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等に
関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役を含む監査等委員の意見・助言を得ることで透明性及び公正性を高めること
に努めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社は、取締役会の監査・監督機能を強化とより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、令和元年12月17日開催の定時
株主総会の決議に基づき、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
当社は9月決算のため、株主総会は12月開催となります。年末の多忙な時期であり、年の
瀬の迫った12月25日以降には開催せず、12月中旬で開催しております。

電磁的方法による議決権の行使
電子的方法による議決権の行使について、令和2年12月の株主総会より当社の指定する
議決権行使サイトの利用による議決権行使も可能としております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 IRポリシーとして、自社ホームページに記載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
新型コロナウイルス感染症拡大の状況に鑑み、年2 回（期末・中間）ホーム

ページに決算説明の動画を配信することで実施しております。
あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年2 回（期末・中間）定期的に説明会の開催を基本としておりますが、状況に応

じて動画配信などで決算説明を実施しております。
あり

IR資料のホームページ掲載
財務ハイライト・決算短信・プレスリリース・決算説明会動画・等を掲載しており
ます。



IRに関する部署（担当者）の設置 広報をＩＲ担当に位置づけております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社のエネルギー環境関連事業では、ネクシィーズ・ゼロシリーズを通じたLED照明の提
供を行っており、LED照明の普及を促進させることで、事業者の省エネルギー化によるCO2
排出量の削減に貢献しております。

サステナビリティに関する開示につきましては、当社ホームページに掲載しております。

https://www.nexyzgroup.jp/sustainability/

その他、CO2排出削減を推進する新たな取組みとして、J－クレジットの制度を活用したゼ
ロカーボン グリーンプロジェクト開始いたしました。

詳細につきましては当社ホームページに掲載しております。

https://www.nexyzgroup.jp/press/2022/0705153000.html

また、気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について
の開示については、TCFDに対する賛同をしており、TCFDの枠組みに沿った開示に向けて
取り組んでまいります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

情報提供に係る方針として、IRポリシーを策定し、ホームページに掲載しております。

その他
機関投資家向け説明会の模様を後日、動画ファイルとしてホームページ上に掲載しており
ます。また、プレスリリースにおいては適時に開示を行っており、ホームページ上にも原則
同時刻に掲載しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社では、「内部統制システム構築の基本方針」について、次のとおり決議しております。

1.　当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社及び子会社の取締役及び使用人による法令及び定款の遵守、社会的責任を果たすため、コンプライアンスに係る社内規程を定め、取締役
及び使用人に周知徹底を図り、コンプライアンス体制の構築、維持にあたる。

　内部監査部門は、当社グループのコンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、その結果を取締役会に報告を行う。

2.　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　株主総会議事録、取締役会議事録等、取締役の職務の執行に係る文書、その他重要な情報・文書については、文書管理規程に従い、その保存
媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行う。

3.　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する事項について、リスク管理に係る社内規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定
し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。

　また、取締役会の他に、毎月１回開催される経営会議で当社グループのリスクについて適宜に検討、評価を行い、有効な対策を実施できるリス
ク管理体制の構築及び運用を行う。

4.　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は取締役会を原則毎月１回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規程に定める事項その他重要な
事項について意思決定を図る。また、経営方針や経営戦略に関わる重要事項について慎重かつ迅速に執行決定を行うため、事前に取締役によっ
て構成される経営会議において議論及び審議を行う。

　子会社は会社の規模に応じて、取締役会を原則毎月１回若しくは少なくとも３か月に１回以上開催することを取締役会規程に定めており、当社は
開催状況を定期的に確認する。

　当社及び子会社における取締役会の決定に基づく業務執行については、職務権限規程及び職務分掌規程において、それぞれの責任者及びそ
の責任並びに執行手続の詳細について定める。

5.　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社管理規程に基づき、グループ会社の代表取締役社長は、月１回開催される当社経営会議に参加し、円滑な情報交換を行う。

当社はグループ会社における内部統制の実効性を高めるために必要な施策、指導及び支援・助言を行う。また、当社の内部監査部門は当社及び
グループ各社の内部監査を定期的に実施し、その結果を当社取締役会並びにグループ各社の社長に報告を行う。

6.　監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査等委員からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、取締役会は監査等委員と協議のうえ、必要に応じて監査等委員の
職務を補助すべき使用人を配置することとする。

7.　前号の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当該使用人の補助すべき期間中における指揮権は監査等委員に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。また、当該使



用人の報酬及び人事異動は、あらかじめ監査等委員会と協議する。

8.　当社及び子会社の取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制及び監査等委員に報告をした者が当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害や重大な影響を及ぼすおそれのある事実及び取締役の不正行為、法令・定款違反
行為を発見したときは、直ちに所属する会社の監査役または当社の監査等委員に報告を行う。子会社において監査役が報告を受けた場合は、速
やかに当社の監査等委員に報告を行う。

　当社は、当該報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

　当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員の円滑で効果的な職務執行のため、当社の監査等委員から経営上の重要事項並びに業
務の執行状況について報告を求められた場合は、速やかに適切な報告を行う。

9.　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続き、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理
は、監査等委員からの申請に基づき適切に行う。

　その他、監査等委員は、内部監査部門、会計監査人と、監査等委員会や別途必要に応じて意見交換や情報交換の場を開催し、効率的かつ有
効な職務執行を確保する。

10.　反社会的勢力排除に向けた体制

　当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与えるいずれの勢力とも関わりを持たず、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で
組織的に対応する。

11.　業務の適正を確保するための体制の運用状況

　上記に掲げた内部統制システムの施策及び規程に従って、具体的な取り組みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不
備がないかモニタリングを常時行っております。併せて、コンプライアンスへの理解を深め、健全な職務執行を行う環境を整備するために、情報セ
キュリティ、インサイダー取引防止及び財務報告に係る内部統制に関する教育及び研修を実施しております。また、情報セキュリティ対策として国
際規格である「ISO／IEC 27001」及び国内規格「JIS Q 27001」の認証を取得しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、暴力団等の反社会的勢力に対しては、一切関係を持たず、反社会的勢力による不当要求にも断固とした態度でこれを拒絶いたします。

　当社では、行動基準に反社会的勢力との対決として「私たちは、社会の秩序と安全を脅かす反社会的勢力および団体に屈することなく、断固とし
て対決します。」と定め、この考えを全ての取締役および従業員に対し周知徹底を図っております。

　また、反社会的勢力との接触や不当要求があった場合は、法務課が統括部署となり、警察、弁護士等との連携を図りながら組織全体として対応
いたします。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　適時開示体制の概要については、次のとおりです。

　当社は、東京証券取引所の定める適時開示規則に基づき情報開示を行います。株主・投資家の投資判断に影響を与える決定事項、発生事実、
決算に関する情報が発生した場合や、証券取引所から照会があった場合には、速やかに情報開示を行います。また、適時開示規則に該当しない
開示事項につきましても、株主・投資家の理解を助けると判断した情報は、できるかぎり積極的かつ公平に開示いたします。

　適時開示の意思決定については、取締役会の決議により決定いたします。また、任意による開示事項については取締役で構成される経営会議
や情報取扱責任者へ報告され、情報取扱責任者権限において開示の意思決定を行っております。

　適時開示の書類の作成は、該当部署、管理本部経営企画室及び社長室広報課にて協議・作成いたします。作成された開示書類は、法定開示
事項については取締役会の決議後、また、任意による開示については担当役員、情報取扱責任者及び代表取締役社長の決裁を経て、管理本部
経営企画室にて遅滞なくTDnetによる提出を行うとともに、開示後速やかに当社ホームページに掲載いたします。




